
秋田県総務部人事課

人事行政の運営等の状況の公表



部門 区分

職員数
前年比

理由令和５年 令和６年

うち
知事部局

うち
知事部局

うち
知事部局

一般行政 総務ほか 3,454 3,135 3,513 3,171 +59 +36 業務増等

特別行政 教育 8,085 6 7,930 5 -155 -1
児童生徒数
の減少等

公営企業

警察 2,356 0 2,365 0 +9 ±0 業務増等

病院 0 0 0 0 ±0 ±0

下水道 15 15 11 11 -4 -4 業務減等

その他 118 15 115 16 -3 +1 業務減等

合計 14,028 3,171 13,934 3,203 -94 +32

・休職者、派遣者（職員の身分を有する者に限る。）等を

含み、短時間勤務の非常勤職員を除く一般職の職員数。

・「うち知事部局」の職員数は、定員管理において対象と

する職員数と一致。

職員数の考え方

3,200人体制を目安に質の高い行政サービスの提供と働き

方改革の推進の両立を図る。

定員管理の取組

01. 職員数の状況

単位（人）
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43歳
0月

38歳
8月

48歳
7月

47歳
1月

54歳
2月

平均年齢

02. 職種別の平均給与月額と平均年齢 （令和6年4月1日現在）

324,600円

324,900円

398,054円

372,800円

314,400円

61,662円

95,977円

38,626円

31,977円

35,338円

行政職

警察職

教育職（高等学校等）

教育職（小・中学校）

技能労務職

給料 諸手当
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03. 初任給の状況 （令和6年4月1日現在）

203,563円

171,882円

235,446円

199,741円

227,400円

227,400円

行政職（大学卒）

行政職（高校卒）

警察職（大学卒）

警察職（高校卒）

教育職（高等学校等）（大学卒）

教育職（小・中学校）（大学卒）
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③

課長(7級)

47人

1.2％

②

次長(8級)

48人

1.2％

①

部長(9級)

20人

0.5％

③②①

04. 一般行政職の級別職員数 （令和6年4月1日現在）

課長(6級)

290人

7.5%

主幹・副主幹(5級)

1,167人

30.3%

副主幹・主査(4級)

491人

12.7%

主査・主任(3級)

721人

18.7%

主事・技師(2級)

527人

13.7%

主事・技師(1級)

544人

14.1%
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19.6695月分 28.0395月分 39.7575月分

24.586875月分

33.27075月分

47.709月分

勤続20年 勤続25年 勤続35年

自己都合 勧奨・定年

上限

期末・勤勉手当

05. 職員手当 （令和５年度）

退職手当

1.175

月分

1.225

月分

0.975

月分

1.075

月分

6月支給 12月支給

期末 勤勉

11,080千円

13,851千円

9,497千円

行
政

警
察

教
育

平均支給額
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人件費の状況（令和４年度普通会計決算）

06. 人件費と職員給与費

職員給与費の内訳（令和６年度一般会計予算）
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人件費

1,360億9,095万円

人件費以外

5,031億1,410万円

人件費 人件費以外

歳出額

6,392億505万円

※人件費には知事等特別職の

給料及び報酬を含む。

給料

616億9,946万円

期末手当及び勤勉手当

248億5,552万円

職員手当

116億5,447万円

給料 期末手当及び勤勉手当 職員手当

予算額

982億945万円

※対象職員14,638人、一人当たり671万円

職員手当には退職手当を含まない



区分 給料・報酬（円）

期末手当

６月期 １２月期

知 事 1,210,000 （968,000） 1.625月分 1.625月分

副知事 930,000 （790,500） 同上 同上

議 長 910,000 同上 同上

副議長 810,000 同上 同上

議 員 780,000 同上 同上

※知事・副知事の給料については、令和７年４月まで、知事が20％、副知事が15％減額されている。（括弧内は、減額後の金額）

※知事・副知事の期末手当については、令和６年12月まで知事が20％、副知事が15％減額されている。

07. 特別職の給料など
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区分 戒告 減給 停職 免職 計

給与・任用に関する不正 ０

一般服務違反 １ ２ 1 1 5

一般非行 1 1

収賄等 ０

道路交通法違反（職務執行外） 1 3 4

監督責任 1 1

計 2 3 ４ 2 11

※知事部局等、警察本部及び教育委員会（市町村立学校の県費負担教職員を含む。）の合計。

08. 懲戒処分の状況
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